
 

 

第７０号および第７１号議案 指定管理者の指定について 

 

 

１．管理を行わせる施設 

 （１）名 称  品川区立杜松特別養護老人ホーム 

         品川区立杜松地域密着型多機能ホーム 

 （２）所在地  品川区豊町四丁目２４番１５号 

 

２．指定管理者候補者 

 （１）名 称  社会福祉法人奉優会 

 （２）代表者  理事長 香取 寛 

 （３）所在地  東京都世田谷区駒沢一丁目４番１５号 真井ビル 

 

３．指定期間 

  令和６年１２月１日から令和１１年１１月３０日まで 

 

４．指定管理者候補者の選定 

  公募型プロポーザル方式により、本施設の管理運営等を行う事業者を選定

した。 

  品川区福祉部公の施設の指定管理者候補者選定委員会において総合的に審

議し、当該候補者を指定管理者候補者として選定した。 

 

５．指定管理者候補者の選定までの経緯 

  別紙「品川区立杜松特別養護老人ホームおよび品川区立杜松地域密着型多

機能ホーム指定管理者候補者選定結果等報告書」のとおり 

 

６．今後のスケジュール 

  指定管理者の指定議決後、指定管理者指定通知書を送付し、管理運営等に関

する協議を行った上で、協定を締結する。 

  

厚 生 委 員 会 資 料 

令和６年７月１日 

福祉部高齢者福祉課 
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はじめに 

  

  本報告書は、品川区立杜松特別養護老人ホームおよび品川区立杜松地域密

着型多機能ホームの指定管理者候補者を選定するにあたり、「福祉部公の施設

の指定管理者候補者選定予備委員会」および「福祉部公の施設の指定管理者候

補者選定委員会」における審査の経過ならびに結果について報告するもので

ある。 

 

  品川区指定管理者制度活用に係る基本方針では、「多様化する区民ニーズを

的確に捉えた満足度の高いサービスを効果的・効率的に提供するため、公の施

設の管理に民間事業者の能力やノウハウを活用しつつ、区民サービスの向上

と経費の節減を図る」としており、区として指定管理者制度の活用を進めてい

る。 

 

  「福祉部公の施設の指定管理者候補者選定予備委員会」および「福祉部公の

施設の指定管理者候補者選定委員会」は、このような視点を踏まえた上で、品

川区立杜松特別養護老人ホームおよび品川区立杜松地域密着型多機能ホーム

の設置目的を最大限に活かし、効率的・効果的に区民サービスを提供すること

ができる候補者の選定を行った。 

  審査にあたっては、厳正さと公正さを確保するとともに、委員会として委員

の総意の下に結論を導き出すよう努めた。 

 

  品川区立杜松特別養護老人ホームおよび品川区立杜松地域密着型多機能ホー

ムの指定管理者候補者には４事業者から応募があり、本選考過程で様々な提案

を受けた。選定した事業者は、これまでの運営実績を充分に踏まえるとともに、

現状の課題を捉え、将来を見据えた提案もあるなど、品川区立特別養護老人ホ

ーム条例および品川区立地域密着型多機能ホームおよび品川区立認知症高齢

者グループホーム条例に規定する指定管理者の適性を満たすものであった。 

 

  令和６年６月４日 

 

福祉部公の施設の指定管理者候補者選定委員会   

委員長 柏原 敦  

 



 

Ⅰ 選定した指定管理者候補者について 

１ 選定した指定管理者候補者 

名称 社会福祉法人奉優会 

代表者 理事長 香取 寛 

所在地 東京都世田谷区駒沢一丁目４番１５号 真井ビル 

 

２ 対象施設 

施設名称 
品川区立杜松特別養護老人ホーム 

品川区立杜松地域密着型多機能ホーム 

所在地 東京都品川区豊町四丁目２４番１５号 

 

３ 指定期間 

  令和６年１２月１日から令和１１年１１月３０日まで 

 

４ 候補者選定方式・理由 

 両施設は、開設以来指定管理者制度を導入し 、選定された現指定管理者に

ついて、１期目終了時に非公募で選定し、更新を行ってきた。しかしながら、

現指定期間の満了をもって指定管理者を継続しない旨の申し出があったこ

とから、「品川区指定管理者制度活用に係る基本方針」に基づき、公募により

選定した。 

 

５ 評価項目・配点 

  別添「福祉部公の施設の指定管理者候補者選考基準 評価項目・配点」の

とおり 

 

６ 選定理由 

  各項目について、公募要項に忠実な提案が積み重ねられ、施設運営に対する

強い熱意が感じることができ、着実な運営が期待できる。 

  令和６年１２月１日からの指定期間開始に向けて短期間の引き継ぎが迫ら

れる中、他地区での実際の経験を踏まえた引継ぎの想定が評価できる。 

  看護小規模多機能型居宅介護の実践例が多く、事業の立て直しに向けた具

体性のある取り組みが期待できる。 

１ 



 

Ⅱ 選定対象事業者について 

No 事業者の名称 所在地 

１ 事業者Ａ － 

２ 事業者Ｂ － 

３ 事業者Ｃ － 

４ 社会福祉法人奉優会 東京都世田谷区駒沢１－４－１５ 真井ビル５階 

  

公募の結果、上記４事業者から申請があり、応募要件を満たしていることが確

認できたため、選定対象事業者とした。 

 

Ⅲ 選定経過について 

１ 指定管理者候補者選定予備委員会の概要 

  選定対象事業者から提出された申請書類および計画書類について、今後の

施設運営計画、現事業者からの引き継ぎの考え方、財務分析の評価などを基

に総合的な審査を行った。 

 

（１） 選定予備委員会委員名簿 

委員長 寺嶋  清 品川区福祉部長 

副委員長 菅野 令子 品川区福祉部高齢者福祉課長 

委員 東野 俊幸 品川区福祉部福祉計画課長 

委員 松山 香里 品川区福祉部障害者支援課長 

 

（２） 指定管理者候補者選定予備委員会の開催概要 

  日  時 令和６年５月１６日（木） 午前９時３０分から正午まで 

  場  所 第二庁舎６階多目的室 

  審議内容 施設運営の計画・引き継ぎの考え方および財務分析結果検討 

       総合評価（指定管理者候補者選定委員会への報告事項）検討 

 

（３） 指定管理者候補者選定予備委員会の審議内容 

  ア 書面審査について 

 応募事業者からの提案内容について、選考基準により審査した。 

２ 



 

イ 財務分析等について 

 公認会計士による財務状況分析（応募事業者より提出された財務諸表

を基に、財政規模・収益性・安定性についての数値等の分析）について

説明を行った。 

 運営に関する基本的な考え方・理念等の提案を踏まえ、安定的・継続

的に指定管理業務を行うことができるか総合的に評価した。 

 

（４）会議要旨 

  各委員が各事業者の提案内容の評価について審議した。 

委員の意見 

【社会福祉法人奉優会】 

（１）施設管理の基本方針 

 ・第九期介護保険事業計画等の内容にも触れながら、区の今後の福祉施

策を協働して実現していく意向を読み取ることができる。 

 ・各項目について具体的な数値目標が定められており、効果検証を容易

に行うことができる点が評価できる。 

（２）人材確保 

 ・過去３年間継続して離職率が国平均を下回っており、職員が定着して

いることが認められる。 

 ・都内に多数の事業所を展開しており、規模も大きいことから、スケー

ルメリットを生かした人材確保を進めることが見込まれる。 

（３）財務評価について 

 ・資金の回転状況に問題はないが、利益率の低下が懸念材料。 

【事業者Ａ】 

（１）利用者満足度向上のための取り組み 

 ・年間を通して多様なイベントを用意することで、利用者の生活の質の

向上を図ろうとする点が感じられる。 

 ・食事内容でも季節感を感じられるよう献立を検討することにより、

日々の生活に変化を与えるような工夫が見られる。 

（２）サービスの継続性の確保 

 ・離職率は、全国平均と大きな差はない。ただし、非常に早期の段階か

ら外国人材の受け入れを進めてきたノウハウの蓄積があり、人材確保が 

３ 



 

困難な現状の中でも他事業者に比して優位性が認められる。 

（３）財務評価について 

 ・事業活動が赤字となっている点が懸念材料である。 

【事業者Ｂ】 

（１）区との連携の確保 

 ・既に区内での事業展開の実績がある事業者として、区の福祉施策への

深い理解があり、区が目指すべき方向性を踏まえた施設運営の提案が認

められる。 

 ・近隣に拠点を有しているスケールメリットも期待することができる。 

（２）地域との交流および関係機関との連携 

 ・既存の運営施設と一体となった催しを行うことにより、これまで以上

に広範囲を巻き込んだ地域との交流が可能となる。 

 ・災害時にも複数施設でのフォロー体制を組むことが提案されている。 

（３）財務評価について 

 ・事業活動が赤字から黒字に転換したことが改善材料。 

【事業者Ｃ】 

（１）個別性に配慮したサービス提供体制の確保 

 ・食事の選択制や、イベントの充実に関する提案はあるものの、いずれ

も抽象的な表現が多く、具体的な内容を読み取ることが困難な内容と感

じられる。 

（２）地域との交流および関係機関との連携 

 ・現指定管理者が事業から撤退する一因となった看護小規模多機能型居

宅介護について、全国平均に比べて非常に高い基準に計算されており、

実現性に疑問が残る。 

（３）財務評価について 

 ・資金の回転状況等も良好、総合的に経営は安定。 

 

 以上の点を総合的に評価し、採点を行った。 

 

 

 

 

４ 



 

（５） 選考基準に基づく採点表 

  各委員の評価点数を合計し、全委員の点数の合計により審査を実施した。

予備委員会の上位３事業者を選定対象者として、指定管理者候補者選定委員

会に引き継いだ。 

事業者の名称 
提案内容評価 

（満点 360点） 

財務状況評価 

（満点 40点） 

総合点数 

（満点 400点） 

社会福祉法人奉優会 ２９２ ２４ ３１６ 

事業者Ａ ２４４ １６ ２６０ 

事業者Ｂ ２３３ ２４ ２５７ 

事業者Ｃ １９１ ３２ ２２３ 

 

２ 指定管理者候補者選定委員会の概要 

  選定対象事業者のプレゼンテーション・ヒアリングのほか、指定管理者候

補者選定予備委員会の審査結果を参考にしつつ、今後の施設運営計画、財務

分析の評価を行い、指定管理者候補者を選定した。 

 

（１）選定委員会委員名簿 

委員長 柏原  敦 品川区区長室長 

委員 鈴木 賢二 元東京都福祉保健局指導監査部長 

委員 遠藤 征也 一般財団法人 長寿社会開発センター事務局長 

委員 寺嶋  清 品川区福祉部長 

 

（２）指定管理者候補者選定委員会の開催概要 

日  時 令和６年６月４日（火）午前９時１５分から正午まで 

場  所 議会棟５階第四委員会室 

審議内容 指定管理者候補者選定予備委員会の審査結果 

      施設運営の計画・引き継ぎの考え方・財務分析結果 

      選定対象事業者のプレゼンテーション、ヒアリング 

      指定管理者候補者の選定 

 

５ 



 

（３）選定予備委員会の審査の経過および結果について 

  指定管理者候補者選定予備委員会の審査の経過および結果について報告し

た。 

 

（４）指定管理者候補者選定委員会審議内容 

 ア プレゼンテーションおよびヒアリング 

   選定対象事業者がプレゼンテーションを行った後、ヒアリングを行い、

選定基準により審査した。 

 イ 財務分析等について 

 公認会計士による財務状況分析（応募事業者より提出された財務諸表を

基に、財政規模・収益性・安定性についての数値等の分析）について説明

を行った。 

 運営に関する基本的な考え方・理念等の提案を踏まえ、安定的・継続的

に指定管理業務を行うことができるか総合的に評価した。 

 

（５）会議要旨 

  各委員が各事業者の提案内容の評価について審議した。 

委員の意見 

【社会福祉法人奉優会】 

 ・公募要項の内容に忠実な提案が積み重ねられており、指定管理者の指

定を受けるための熱意が強く感じられた。 

 ・看護小規模多機能型居宅介護の運営に当たり、他区における病院との

退院時の連携、居宅介護支援事業所との調整等の具体例に基づいた改

善提案がなされている。 

 ・短期間で行うこととなる現指定管理者からの引き継ぎについても、他

地区での実際の経験に基づく具体的な提案がなされている。 

 ・苦情解決の方法、情報公開に対する姿勢等についての提案は、一般的

な内容に終始する内容となっている。 

【事業者Ａ】 

 ・行事等の取り組みを充実させることで、利用者の生活の質を高めるこ

とにとどまらず、関係者を含めた満足度の向上が図れる提案となって

いる。 

・法人の理念として掲げられている内容を、区の福祉施策の中にどのよう 

６ 



 

  に落とし込んでいくのか、具体性に欠ける部分があるように感じられ

た。 

 ・事業変更に係る提案の内容および現事業者からの引き継ぎについて、

その手法やスケジュールの設定にやや想定の甘さが見受けられた。 

 ・歴史と伝統を踏まえた地域との交流活動が期待できる。 

【事業者Ｂ】 

 ・公開されている限られた情報の中で、現指定管理者の収支状況を分析

し、原因の解消に向けた具体的な取り組み方法が示されている。 

 ・職員に対して、高い水準を要求しているように感じられ、離職率の高

さおよび十分な職員確保が可能であるかが懸念される。 

 ・地域の状況への理解もあり、区と協働した運営が期待できる。 

 ・区内で運営する拠点との一定的な運営を行うことにより、効率性を高

める取り組みの具体性について、やや疑問が残る。 

 

 

（６） 選考基準に基づく採点表 

  各委員の評価点数を合計し、全委員の点数の合計により審査を実施した。 

事業者の名称 
提案内容評価 

（満点 360点） 

財務状況評価 

（満点 40点） 

総合点数 

（満点 400点） 

社会福祉法人奉優会 ２８６ ３０ ３１６ 

事業者Ａ ２３０ ２２ ２５２ 

事業者Ｂ ２３１ ２４ ２５５ 

 

IV 最終選定結果について 

  選考基準に基づき審議を行った結果、当該施設の指定管理者として適格で

あると判断したため、社会福祉法人奉優会を指定管理者候補者として選定す

る。 

 

７ 



 

 

選考基準に対する候補者の状況 配点

利用者の入所にあたって品川区との連携が確保されているか。 5

利用者の個別性（心身状況等）に配慮したサービス提供体制が確保されているか。 10

年間を通じたプログラムの充実､食事内容を含む食事提供体制の改善､利用者の金銭の適正な管
理､医療機関との連携等､サービスの向上に向けた努力がされているか。 15

施設の適切な維持および管理が図られるものであるか。 5
管理経費の縮減に向けた努力がされているか。 5

福祉サービスを安定的に提供できる経営基盤を有しているか。 10

収支計画に具体性、実現性があるか。 5

福祉サービスを円滑かつ継続的に提供できる人的体制（研修体制を含む）があるか。 10

事業計画は施設の設置目的を満たす内容になっているか。また、重度化予防（特養）や自立支援
（知的障害者入所施設）等の新たな課題への取組みや方向性を示しているか。 15

事故防止対策、非常時・緊急時の連絡体制等の安全管理について配慮されているか。 5

家族（保護者）会との懇談等を通じて要望・意見等を汲みあげる他､地域との交流事業の実施､関係
機関との連携が図られているか。 10

苦情解決、個人情報の管理および情報公開等について体制を整備しているか。 5

100合計

福祉部公の施設の指定管理者候補者選考基準　評価項目・配点

【入所系サービス施設】

１．利用者の平等な利用およびサービスの向上を図るものであること。

２．公の施設の適切な維持および管理ならびに管理に係る経費の縮減を図るものであること。

３．公の施設の管理を安定して行う物的能力および人的能力を有しているものであること。

４．公の施設の設置目的を達成するために十分な能力を有していること。

≪評点・評語≫

５：特に優れている ４：優れている ３：指定にあたり問題がない ２：やや問題がある １：問題がある

（5点×2）

（5点×3）

（5点×2）

（5点×2）

（5点×3）

（5点×2）

別添

８ 


